
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

対応は必要ないレベル 

 

□嚥下障害は疑われるが 

□該当項目あり 

□症状の改善はなし 

□症状は改善したが対応は必要 

□摂食嚥下障害が原因と判断 

□他の病気が原因と判断 

施設や在宅において，食支援している要介護高齢者や障害者に対し，

“食事の様子で何かおかしいと感じることがある” 

Ⅱ．症状の原因を検討 詳細版Ｐ１ 対応検討 

Ⅰ．表１“摂食嚥下障害を疑う症状”（別添）で該当項目をチェック 詳細版Ｐ１ 

 

Ⅴ．“摂食嚥下障害を疑う症状の変化”を評価 詳細版Ｐ２ 

□該当項目あり □該当項目なし 

□該当項目なし 

経過観察とします 

□症状は改善し対応も必要なし 

□嚥下障害の疑いなし  

医療機関を受診した場合 

受診結果に基づ

き対応を再検討 

Ⅲ．表２“発熱の頻度や体重減少の程度”で該当項目をチェック 詳細版Ｐ２         

表２ 
□誤嚥が原因と考えられる発熱や肺炎を繰り返す 

□体重が著しく減少（１か月に５％以上） 

医師 看護師 

役割分担例 

医療職 介護職 

医療職 

 

医療職 

 

Ⅳ．多職種で安全な食支援（食形態・姿勢・介助方法等）を検討・見直し 

 詳細版Ｐ２ 

 

医師 看護師 

経過観察 

医療職 介護職 

❖  本フローチャートでは，嚥下造影検査，嚥下内視鏡検査を受けることをお勧めする目安を示していますが，フローチャートの結果に

かかわらず，食支援への不安が続いている場合は，嚥下造影検査，嚥下内視鏡検査を受けることをご検討ください。 

さい。 

 

要介護高齢者や障害者の摂食嚥下障害への基本的な対応フローチャート 
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（Ｖer.１.０） 

対応が必要なレベル 

□嚥下障害が疑われるので 

Ⅵ．スクリーニング検査の実施 詳細版Ｐ３～５ 

 

嚥下造影検査，嚥下内視鏡検査では，より詳細な評価が可能

なことから，医療機関で嚥下造影検査，嚥下内視鏡検査を受

けることをお勧めします 

→宮城県内の摂食嚥下障害に対応可能な病院一覧はこちら 

（http://www.pref.miyagi.jp/site/rehanavi/ ）                         

 

http://www.pref.miyagi.jp/site/rehanavi/

